
 

新宿区両親学級運営業務委託プロポーザル募集要項 

 

新宿区（以下「区」という。）が、母子保健法第 9条に基づき、新宿区在住の妊婦とそのパ

ートナーに対し、妊娠、出産、育児に関する知識の普及を図ることを目的として、両親学級

を実施するにあたり、専門的な知識と適切な指導、助言、情報提供能力を有する事業者を選

定するため、下記のとおりプロポーザルを実施する。 

 

記 

 

１ 委託内容   

別紙（新宿区両親学級運営業務委託）仕様書のとおり 

 

２ 委託契約上限額 

  ５,８９７,１９６円（税込）  

 

３ 委託期間   

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 応募資格 

プロポーザルの応募資格は、基準日において次に掲げる事項にすべて該当することと

する。基準日は、公募開始の日とする。なお、契約時までに次の各号に掲げる応募の資

格のいずれかを欠いた場合は、区は契約をしないことができるものとする。  

（１） 業務責任者が両親学級に関する知識及び技術を有すること。 

（２） 業務責任者による類似業務の実績があること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項に規定する欠格事項

に該当しないこと。 

（４） 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、新宿区の物品買入れ等競争入札

参加資格を取得していること。資格を取得していない場合は、登記簿謄本または財務

諸表等を提出すること。 

（５） 従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。 

（６） 金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。 

（７） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の適用を申請した者にあっては、同法に基づく

裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。 

（８） 民事再生法（平成 11年法律第 225号）の適用を申請した者にあっては、同法に基づく

裁判所からの再生手続き開始決定がなされていること。 

（９） 新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成 13 年 10 月 1 日付け 13 新総

財第 550号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

（１０） 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 24 年 2 月 3 日付け 23 新総契契第

2218号）別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。 

（１１） プライバシーマークの認証、又はこれに準ずる認証（ISMS認証等）を取得し、情報 

セキュリティや個人情報保護に関する適切な安全管理措置を講じていること。 

 



５ 応募の手続き 

 （１）提出書類 

① 新宿区両親学級運営業務委託プロポーザル申込書兼誓約書    第１号様式 

 １部 

② 新宿区両親学級運営業務委託プロポーザル事業者概要      第２号様式 

６部 

         ６部のうち５部については、「事業者名等」の欄は記載しないこと。また、 

   「両親学級に従事する予定人数」の欄及び「母子事業に関する業務実績」の 

欄には会社名（会社でない場合は事業者名）を記載しないこと。 

③ 新宿区両親学級運営業務委託プロポーザル見積書        第３号様式 

 １部 

         会社名（会社でない場合は事業者名）と代表者名を明記し、代表者印を押印   

すること。 

④ 新宿区両親学級運営業務委託プロポーザル当日以外の運営体制  第４号様式 

 ６部 

 ６部のうち５部については会社名（会社でない場合は事業者名）を記載しな

いこと。 

⑤ 新宿区両親学級運営業務委託プロポーザル当日運営に関しての工夫 

第５号様式 

６部 

６部のうち５部については会社名（会社でない場合は事業者名）を記載しな  

いこと。 

⑥ 新宿区両親学級運営業務委託プロポーザルプログラムの概要  

                  第６号様式 

６部 

６部のうち５部については会社名（会社でない場合は事業者名）を記載しな  

いこと。 

⑦ 新宿区両親学級運営業務委託プロポーザル個人情報保護対策   第７号様式 

６部 

６部のうち５部については会社名（会社でない場合は事業者名）を記載しないこ 

と。 

 

⑧ プライバシーマーク使用許諾証等プライバシーマークや ISMS認証（JIS Q 27001） 

などの認証を取得していることがわかる書類（プライバシーマーク使用 許諾証

や ISMS認証登録証の写し） 

１部 

    ※各様式の日付は書類作成日を記載すること。 

 

 （２）提出期間 令和８年１月３０日（金）午前９時から 

         令和８年２月１３日（金）午後５時まで（時間厳守） 

 （３）提出先  新宿区牛込保健センター  担当 中村・石原 

          新宿区弁天町５０番地   

          電話０３－３２６０－６２３１ 

 （４）提出方法 事前に訪問日時を予約の上で、提出書類一式を持参すること。 

 （郵送不可、平日午前９時から午後５時まで） 

（５）留意事項 

   ① 募集要項の承諾 



     区は応募した事業者が、この募集要項記載内容の条件を承諾したものとして取り

扱う。 

   ② 適正な手続きの遵守  

   申請書類に虚偽の記載があった場合、応募を無効とする。 

  ③ 提出書類の訂正 

     提出された書類に、訂正又は差し替えがある場合は、提出期間内であれば、訂正

又は差し替えを認める。ただし、提出期間後の提出書類の訂正、追加書類の提出は

認めない。 

   ④ 提出書類の取扱い  

    ア 提出書類は理由の如何を問わず、返却しない。  

    イ 提出書類の著作権は申請者に帰属する。ただし、区は選定実施に関する報告書

を作成する場合等、区が必要な場合は提出書類の内容を無償で使用できるものと

する。  

    ウ 提出書類は「新宿区情報公開条例」による情報公開の対象となる。  

    エ 提出書類の所有権は、区に帰属するものとする。  

   ⑤ 費用負担  

  本プロポーザルに関して必要となる費用は応募事業者負担となる。  

⑥ 見積金額 

      ２に掲げる委託契約上限額を上回った場合は、失格とする。 

   ⑦ 新宿区公契約条例（令和元年新宿区条例第２号）に定める労働環境の適正性の確 

認について理解し、適用対象となった場合は契約締結後に必要な書類（労働環境確 

認報告書等）を提出すること。 

 

６ 評価方法 

  新宿区両親学級運営業務委託に係る事業者選定委員会が、以下のとおり選定を行う。 

 （１）第一段階評価 

５（１）で提出された書類を基に書面審査を行い、その合計点を評価する。上位３

社以内を、第二段階評価を行う事業者として選定する。 

選定結果 令和８年２月２６日（木）発送予定 

 （２）第二段階評価 

    ５（１）で提出された書類による書面審査及びプレゼンテーション、質疑応答を基 

   に審査し、その合計点を評価する。 

   ア 開催日時 令和８年３月９日（月） 

午後２時から午後５時の間の区の指定する時間 

              プレゼンテーション及び質疑応答時間 １社３０分程度 

参加人数 １社３名以内 

※上記日時、評価方法については、変更する場合がある。 

 イ 開催場所 新宿区牛込保健センター 

           新宿区弁天町５０番地 

            電話０３－３２６０－６２３１ 

 ウ  選定結果 令和８年３月１１日（水） 発送予定 

（３）評価基準 

  ①第一段階評価 

評価項目 評価内容 



事業者概要 事業者の安定性、実績 

運営体制 妥当性、実現性 

個人情報保護対策 事故防止の有効性、連絡体制 

  ②第二段階評価 

運営体制 危機管理能力、柔軟性（臨機応変な対応能力） 

実施手法・形態 的確性 

価格 妥当性 

 

（４）最適事業者の選定 

  見積書の金額が委託契約上限額を下回る事業者のうち、第二段階評価の合計点に見積 

書の金額を基に算出した価格評価点を加えた値の最高得点者を最適事業者として選定 

する。ただし、第二段階評価合計が満点に対して６割に満たない者は、最適事業者と 

しない。 

 

７ 公募期間中の質問の受付及び回答  

（１）質問の受付 

応募しようとする事業者は区に質問することができる。 

「新宿区両親学級運営事業者選定に関する質問票（第８号様式）」に質問要旨を簡潔 

にまとめ、ＦＡＸまたはメールで新宿区牛込保健センターへ送信すること。送信時は、 

新宿区牛込保健センターへ事前に電話連絡をすること。 

電 話 番号：０３－３２６０－６２３１ 

  ＦＡＸ番号：０３－３２６０－６２２３ 

メールアドレス：ushigome-hc@city.shinjuku.lg.jp 

質問票の受付は令和８年１月３０日（金）午前９時から令和８年２月６日(金)午後

５時までとする。 

なお、電話による質問には応じない。 

（２）回答 

質問に対する回答は、令和８年２月１０日（火）午後５時までに区ホームページに

掲出することにより行う。また、回答を区公式ホームページに掲出した時点までに応

募の手続きに必要な書類一式を提出している事業者には、電子メール等により回答を

掲出した旨を連絡する。 

この回答は、本募集要項または仕様書の一部を構成するものとして取り扱う。 

（３） 留意事項 

① 委託事業者の選定における評価の内容については回答しない。 

② 質問票による質問以外には回答しない。 

 

８ 応募の辞退  

５（１）に掲げる提出書類を提出した事業者が応募を辞退する場合には、「新宿区両親

学級運営業務委託プロポーザル辞退届（第９号様式）」を新宿区牛込保健センターまで提

出すること。 

提出は、事前に電話連絡のうえ、持参または郵送によること。 

 



９ その他 

 （１）第一段階評価及び第二段階評価の結果についての異議申し立ては、受理しない。 

（２）最適事業者以外の選定結果については公表しないものとする。 

（３）本件プロポーザルは、業務の最適事業者を選定するため行うものであり、契約の決 

  定は令和８年度予算成立後、成立した予算の範囲内で別途行う。 

  

 

問い合わせ先及び提出先 

（プロポーザル事務局） 

  新宿区牛込保健センター 

  新宿区弁天町５０番地 

  電  話：０３－３２６０－６２３１ 

  ＦＡＸ：０３－３２６０－６２２３ 

  担当：中村 ・石原 


